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１ 目的 

市立看護短期大学のあり方については、少子高齢化や学生の大学志向を背景に、医療の高度化、多様化に伴う看護職員に求

められる資質や能力が変化していることから、平成２１年３月以降、外部委員の検討委員会や庁内プロジェクト等により、

継続的に検討を進めてきました。 

現在、本市の重要施策である地域包括ケアシステムの構築の取組を推進していく中、医療の高度化、多様化への的確な対応

や、地域における「医療と介護の繋ぎ役」としての役割が期待される看護師の養成も重要であることから、必要な看護教育を

行うため、市立看護短期大学を４年制大学化するものです。 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

市立看護短期大学の４年制大学化に係るアドバイザリー業務委託  

(2) 業務内容 

市立看護短期大学の４年制大学化に係るアドバイザリー業務仕様書のとおり 

(3) 委託期間 

平成３０年４月２日から平成３１年３月３１日まで 

(4) 委託料の上限額 

５，０００，０００円（うち消費税額及び地方消費税額370,370円を含む） 

３ 応募について 

応募にあたっては、企画提案書等の提出が必要です。 

(1) 応募に必要な書類(書式自由) 

① 市立看護短期大学の４年制大学化に係るアドバイザリー業務企画提案書 

(ｱ)会社、事業所等の概要 

(ｲ)本募集業務と同種・類似業務、関連業務の受託実績及び受託状況等 

(ｳ)本募集業務の取組体制 

・業務従事予定者の実績及び他の事業者等との協力体制・協力内容も記載 

(ｴ)市立看護短期大学の４年制大学化を進めていくにあたり、次の点についての手法、進め方、考え方等を踏まえた調査・

助言等の支援内容を具体的に記載 

・基本計画の策定について 

・教員の確保について 

・学生の確保について 

・医療の高度化、多様化への対応や、地域包括ケアシステムに資することができる質の高い看護師の養成について 

・地元就職、定着化について 

・看護師養成の観点における地域に対する取組について 

・国との協議・調整について(大学設置認可、公立大学法人認可) 

・開学までのスケジュールについて 

・その他、市立看護短期大学の４年制大学化を適切かつ円滑に進めるための効果的な取組について 

(ｵ)本募集業務スケジュール 

(ｶ)本募集業務及び市立看護短期大学の４年制大学化における提案や考え方等があれば記載 

② 見積書（人件費、諸経費等の内訳、人工など、積算根拠をできるだけ詳細に記載） 

※１ 提出書類はA4版、両面印刷とします。（A3折込み可） 

※２ 提出された書類の追加及び修正等は、本市が認める場合を除いて受け付けません。 
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(2) 提出部数 

正本１部、副本７部 合計８部 

※ 企画提案書等の返却はいたしません。また、作成に伴う費用は全額提出者の負担となります。 

(3) 提出方法 

企画書類等の提出は、郵送または持参とします。 

① 郵送の場合 

〒210-8577 

川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市健康福祉局保健医療政策室  工藤あて 

② 持参の場合 

川崎市幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア西館１２階 

川崎市健康福祉局保健医療政策室  工藤あて 

※ 郵送先と持参先は住所が異なりますのでご注意ください。 

(4) 提出期限 

平成３０年２月２８日（水）必着（郵送の場合は電話連絡し、到着確認してください。持参の場合は１７時までにお願

いします。） 

(5) 応募の資格 

指名停止期間中ではなく、次のいずれかで平成30年度の業務委託有資格業者名簿に登録されていることが必要です。 

●業種：調査測定、種目：その他調査 

●業種：その他、種目：その他業務(大学設置に係る支援が可能なもの) 

４ 企画提案会の実施 

企画提案書提出後、プレゼンテーションを実施します。 

(1) 実施方法 

企画提案書等により説明（20分以内）していただき、質疑応答（10分程度）を含めて１事業者あたり概ね３０分間程度

で行います。 

(2) 実施日・場所（予定） 

① 実施日 平成３０年３月１２日（月） ※午後の時間帯で指定させていただきます。 

② 場 所 川崎市健康福祉局１２Ｄ会議室 

川崎市幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア西館１２階 

※ 日程、場所は変更になる場合がありますが、その際は応募があった事業者に個別に連絡いたします。 

５ 委託業者の選定 

(1) 委託業者の選定にあたっては、企画提案書等及びプレゼンテーションの内容に基づき、「市立看護短期大学の４年制大学

化に係るアドバイザリー業務委託業者選定審査委員会」の審査を経て最も高い評価点を得た事業者を選定します。なお、

最高得点者が複数となった場合は、同点の事業企画のみで再評価を行います。また、評価項目、評価基準及び配点は次の

とおりです。 

なお、当該落札決定の効果は,平成３０年第１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決を要します。 

① 企画の視点(配点10点) 

(ｱ)業務の目的を十分に理解し、募集要項や仕様に沿った提案となっているか。 

(ｲ)業務実施上の配慮事項を的確に把握しているか。 

② 企画作成力(配点20点) 
(ｱ)具体性、独創性がある提案内容となっているか。 

(ｲ)説得力があり、確実性が高く実現可能な提案となっているか。 
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③ 企画実行力(配点30点) 
(ｱ)専門的な知識と業務遂行能力が十分であり、的確性が認められるか。 

(ｲ)業務の実施手順は合理的であるか。 

④ 企画表現力(配点10点) 
(ｱ)企画を表現する資料等について、わかりやすさ、訴求力等が十分であるか。 

(ｲ)プレゼンテーションや質問の際の応答時におけるコミュニケーションは十分であるか。 

⑤ 実施体制(配点15点) 
(ｱ)人員の経験、人数、配置は十分であると認められるか。 
(ｲ)同種業務の実績が複数あるか。 

(ｳ)本市からの要求、相談等に柔軟かつ迅速に対応する体制が整っているか。 

⑥ 見積額(配点15点) 

(ｱ)予定価格との比較 

※１ 審査委員１人あたりの配点は合計100点です。 

※２ 事業者が得た全ての評価点の合計が「審査委員の人数×100点」の６割に満たない場合は不合格です。 

(2) 選定の結果については、応募があった全ての事業者に文書で結果を通知します。 

７ 質問について 

(1) 質問受付締切 

平成３０年２月９日（金）１７時まで 

 (2) 質問受付方法 

Ｅ-mail で受け付けます。（健康福祉局保健医療政策室メールアドレス: 40iryose@city.kawasaki.jp） 

①  件名 

『市立看護短大学の４年制大学化アドバイザリー業務質問』としてください。 

② 本文記載上の注意点 

(ｱ)質問は簡潔にお書きください。 

(ｲ)Word、Excel形式(書式自由)で質問を添付しても構いませんが、それ以外の文書形式はご遠慮ください。 

(3) 回答 

質問をいただいた事業者あてに個別にＥ-mailで回答するとともに、平成３０年２月１６日（金）以降に本市ホームペー

ジ上で、全て質問に対する回答を掲載します。なお、応募に関する質問以外は回答できませんのでご了承ください。 

８ 選定スケジュール 

時 期 事 項 

平成３０年 １月３０日（火） 応募開始 

平成３０年 ２月 ９日（金） 応募に関する質問の締め切り ※17時 

平成３０年 ２月１６日（金）以降 質問回答 

平成３０年 ２月２８日（水） 応募書類の提出締め切り 

平成３０年 ３月１２日（月） プレゼンテーション 

平成３０年 ３月下旬 選定結果通知 

平成３０年 ４月 ２日(月) 契約・業務開始 

（問い合わせ先）            

川崎市健康福祉局保健医療政策室 工藤 

電  話：０４４－２００－３９８８  

ファクス：０４４－２００－３９３４  

Ｅ－Mail：40iryose@city.kawasaki.jp


